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令 和 元 年 ９ 月 ５ 日 

                          国土交通省 東北運輸局 

 

消費税率引上げに伴う乗合バス事業者の 

上限運賃・料金の変更認可について 

 

 

 

 

 

 

 

１．消費税転嫁の基本的な考え方 

消費税率引上げ分の運賃・料金への転嫁にあたっては、次のとおり対応する。 

① 消費税率引上げ分については、事業者の改定申請がされた場合には、運賃・料金へ

の転嫁を基本として対処する。 

② 端数処理については、合理的かつ明確な方法により行う。また、現行の運賃・料金体

系を踏まえつつ、事業全体として１１０／１０８以内の増収となるよう調整する。 

 

２．申請者及び改定率 

 別紙のとおり。（１１０／１０８の増収＝改定率１．８５２％） 

 

３．実施予定日 

 令和元年１０月１日（火） 

   

 
東北運輸局マスコット 

 “とうほくろっ犬” 

 

東北運輸局プレスリリース  

【問い合わせ先】 

東北運輸局自動車交通部旅客第一課 

及川 ・ 馬場 

TEL:022-791-7529  FAX:022-299-0940 

令和元年１０月１日からの消費税率引上げに伴う乗合バス事業者からの上限運賃・料金

の変更認可申請について、令和元年９月５日付けで認可いたしましたのでお知らせいたし

ます。 



（別紙） 

申請事業者の改定率一覧 

 

１．公営バス事業者                        単位：％ 

事業者名 改定率 備 考 

青森市企業局交通部 １．４６８   

八戸市交通部 １．８０９   

仙台市 １．８４５   

 

２．民営バス事業者                        単位：％ 

事業者名 改定率 備 考 

弘南バス㈱ １．８１２   

十和田観光電鉄㈱ １．８４５   

下北交通㈱ １．８４４   

㈲脇野沢交通 １．８０８   

ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ東北㈱ 【青森】 １．８２７   

岩手県交通㈱ １．７９２   

岩手県北自動車㈱ １．７９６   

ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ東北㈱ 【岩手】 １．７７６   

宮城交通㈱ １．８３８   

㈱ミヤコーバス １．８３２   

愛子観光バス㈱ １．６９７   

秋田中央交通㈱ １．８０１   

秋北バス㈱ １．８５０   

羽後交通㈱ １．７７０   

秋北タクシー㈱ １．８４９   

山交バス㈱ １．３６８   

庄内交通㈱ １．７９７   

福島交通㈱ １．７４１   

会津乗合自動車㈱ １．７７２   

新常磐交通㈱ １．２３４   

磐梯東都バス㈱ １．６２４   

ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ東北㈱ 【福島】 １．２６２   

ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ関東㈱ １．７２７   

㈲カネハチタクシー １．７０６   

 


